
あったか便り 
                ≪介護保険負担限度額認定証の更新についてのお知らせ≫ 
 
 【介護保険負担限度額認定証】の申請が、各市町村で始まっております。市町村より更新に関する書類が届きました

ら、 

お早めに手続きをお願い致します。 
 

※更新申請を期間内にしていただかないと、負担限度額認定が認められず、居住費・食費の補助が受けられなくなる

場合 

があります。忘れずに手続きをお願いします。 

※更新の期間は、各自治体(市区町村)によって変わります。また、介護に関する法改正により、手続きに必要な書類

が 

多くなっております。必ず市区町村に確認の上、手続きをしていただくようお願い致します。 

※更新に関する手続きで、ご不明な点等ございましたら、相談課までお気軽にご連絡ください。 

                         ★平成27年8月からの料金のお知らせ★ 
 

 介護保険の自己負担に関する改正により、下記の表にて2割負担に該当される方は、平成27年8月の請求分より、料

金が 

2割負担となります。そのため該当される方の家族様には、2割負担の確認が取れ次第、料金表の配布・重要事項説

明書の 

差し替えをお願いさせていただきます。 
 

 ※各市町村より、介護負担割合証が配布される予定となっております。届きましたらあったかの家までお持ちいただく

よう 
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資料：全国介護保険担当課長会議資料（平成26年11月10日開催）「４．一定以上所得者の負担割合の見直しについて」から転載 


